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１．目的 

本市は、40棟の学校施設（小学校 27棟、中学校 13棟）を有しており、このうち約 9割の建物が建築

後 30 年を経過するなど老朽化が進みつつあります。老朽化した施設を整備するには多額の費用を要し

ますが、限られた予算の中でこれらの施設を更新していく必要があります。 

一方で、学校に対するニーズは多様化しており、多様な学習内容・学習形態への対応、快適化、バリ

アフリー化、防災対策、環境負荷の低減など、さまざまな配慮が求められています。 

また、平成 24 年度までに全ての学校の耐震化が完了し、安全性が確保されたことから、今後は老朽

化対策が求められるとともに、学校施設については、現状 65 年の改築サイクルを延長するなど、長寿

命化を図り施設整備にかかるコストを総合的に抑制していく必要があります。 

このため、学校施設の効率的な維持保全の実現に向けて、本市の関連計画と整合を図りながら、平成

27年に実施した学校施設の劣化診断の調査結果を踏まえ、桶川市学校施設老朽化対策基本計画を策定し

ます。 

 

２．桶川市学校施設老朽化対策基本計画の位置づけ 

桶川市学校施設老朽化対策基本計画（以下、基本計画という。）は、下記計画を上位計画および関連

計画として、整合を図りながら策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．対象範囲 

「基本計画」の主な対象範囲は、校舎（付属棟含む）、体育館、給食室、プール、校庭、外構を対象

としています。 

 

４．計画期間 

本基本計画は建物の寿命が数十年におよび、また学習環境の変化に対応していくことが必要なため、

中長期的な視点が不可欠です。そのため、計画期間を設けることがふさわしくないことから、平成 29

年度以降については本計画をもとに事業を推進していき、5 年ごとに計画の見直しを行うことを基本と

しています。 

 ～平成 28年度 第１期 第２期 第３期 第４期   

老 朽 化

対 策 基

本計画 
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・方針決定 
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計画策定 

 

平成 44年度 
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平成 39年度 
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５．計画の推進体制 

基本計画を策定し、改修・建替えを行うサイクルを構築するとともに、学校や関係課等との連携・協

力体制の充実を図り、本計画を推進します。また、Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ（評価）、Ａ（改善）サ

イクルにより見直しを行います。 

 

６．現状 

（１）学校施設の現状 

 昭和 50 年代前半に学校建設のピークがあり、現在、校舎については築 30 年以上が約 87％（築 40

年以上は全体の約 41％）を占めており、同時期に多くの学校施設が建設されてきました。 

 耐震化については、現在までに校舎と体育館の耐震改修工事を完了しています。一方、校舎の大規

模改修工事についてはほとんど実施できていない状況となっています。 

児童数は既に減少傾向となっており、今後も減少していくことが予測されています。 

■本市の年度別校舎建設棟数と延床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）老朽化の実態 

学校の施設や設備は、築年数が経過するほど経年劣化により使用上での支障が表面化します。たと

えば、外壁モルタルのひび割れや剥がれ、窓枠等のゆがみや床材の剥がれなどが発生し、大きな事故

につながる危険性が高くなっています。また、設備についても同様に、トイレや給食室等の給水排水

設備の劣化による漏水や腐食の傾向が見られるほか、消防設備や機械設備等の保守点検における指摘

事項も増加傾向にあることから、設備の更新を含めた抜本的な対策を講じなければならない時期にあ

ります。  

 

７． 学校の目指すべき姿 

これまでは、校舎等の耐震化を最優先課題として位置づけて取り組んできましたが、今後は学校施

設の長寿命化に向けて老朽化対策（経年により通常発生する損耗、機能低下への対応）に取り組んで

いきます。また老朽化対策だけでなく、安全面、教育面、防災面、環境面および衛生面など時代のニ

ーズに対応した施設整備を行っていきます。学校施設の目指すべき姿は下記のとおりです。 

① 誰もが安全で快適に利用できる施設づくり 

② 多様な学習内容、学習形態による活動が可能となる環境整備 

③ 環境負荷の少ない学校施設づくりと学校施設を利用した環境教育の推進 

④ 災害時の拠点として機能する施設整備 

⑤ 適正な学校施設規模による整備 

 

 

校舎建設棟数 校舎延床面積(㎡) 
  

（建設棟数）  (㎡) 
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８．課題 

老朽化対策に伴う更新費用の集中期への対応、質的改善（バリアフリー化、トイレ改修、多様な学

習内容、学習形態への対応、防災機能強化）、環境配慮（LED 照明や太陽光発電、内装の木質化等）、

適正規模化と適正配置（児童生徒数減少への対応）を視野に入れた計画とする必要があります。 

９．老朽化対策の基本的な考え方 

（１）学校施設の改修等の方針 

本市の「公共施設維持保全基本方針」は以下のとおりとしています。 

・ 保有する公共施設について、需要動向を踏まえた施設機能の見直しや統合、改修及び更新時におけるライフサイ

クルコストの比較検証、施設の長寿命化など財政負荷の軽減に取り組む。  

・ 大規模施設や災害時における避難先等、防災機能を有する公共施設は、不具合が顕在化する前に修繕を行う「予

防保全による維持保全」を導入。  

・ 管理台帳などを整備し、施設や部位の耐用年数の到来や保全の履歴を管理、効率的な維持保全を推進。 

 
課題を解決するため、国の方針・政策や本市の「公共施設維持保全基本方針」等の方針・計画の考

え方を考慮し、学校施設改修等の方針は以下のとおりとします。 

① 計画的整備 

従来の改築を中心とした老朽化対策では厳しい財政状況の下で対応しきれない学校施設が増
加していく一方となることが想定され、今後はできる限り長く使うため、適切な維持管理を行
っていくことが重要となります。そこで建物の損傷が顕在化した後の補修や改修だけでなく、
「予防保全」を中心とした維持修繕にシフトしていくとともに、耐用年数の中間期に大規模改
修工事を計画的に実施していきます。 

② 長寿命化 
維持管理費用の縮減や予算の平準化を図るため、長寿命化へ転換し、計画的に大規模改修工

事を実施していきます。 

③ 学校施設の目標耐用年数の設定 

建物が何年使用できるかについては、「法定耐用年数」が用いられることがあります。「法定
耐用年数」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40年大蔵省令第一五号）で定
められていますが、減価償却のための年数であり、建物の物理的な使用可能年数とは異なりま
す。 建築工事標準仕様書（ＪＡＳＳ５鉄筋コンクリート工事 2009 年・日本建築学会）による
と、鉄筋コンクリート造ではおよそ 65年としています。本計画では、施設改修等の方針を作成
し、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」をもとに、鉄筋コンクリート造の校舎
については、目標耐用年数を 80年と設定します（なお、鉄骨造の体育館については、現行通り
65年とします）。 

④ 学校施設整備費用 
施設数や規模（面積）に比例して施設整備にかかる費用は大きくなります。厳しい財政状況

の中で計画的に学校施設の改修等を実施していくためには、財政面や社会の状況（少子化等）
に配慮し、効率的な改修等を進め、整備費用を縮減する必要があります。そのため、全小中学
校の施設をすべて改修するのではなく、改修時点での児童生徒数や学級数等を考慮し、改修や
改築、校舎の集約化、小・中一貫教育のための小・中学校の統合などを検討し施設整備を実施
します。 

（２）学校施設規模・配置計画等の方針 

学校施設の長寿命化を図っていくためには、少子化に対応した学校づくりや学校を中心として他の
公共施設と複合化・共用化について検討した結果を反映させることが必要であるため、今後の学校の
適正規模や適正な配置の検討が進んだ段階で、各学校の児童生徒数の推移を見極めながら随時、計画
を見直していきます。 

① 少子化に対応した学校づくり 

今後も児童生徒数の減少が見込まれています。学校の適正規模・適正配置の検討は、当該校
の児童生徒、保護者、地域住民の十分な理解と、互いの共通認識の下に協議を行い、様々な課
題を解決しながら、円滑に進められなければならない問題であります。適正な規模への改築や
減築、集約化等施設の転用等の見込みを十分に考慮し、施設の維持管理、整備にかかる経費や
人件費といった運営コストの削減が図れることが予想されることから、適切な改修の範囲や方
法等を検討していきます。 
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② 他の公共施設との複合化 

今後、児童生徒数の減少により学校施設に余裕スペースが生じることを念頭に、再整備（主
には改築）にあたっては将来的に学校施設の一部を地域コミュニティや他の公共施設と複合化
できるように、転用可能なエリア分けや動線等、児童生徒の安全性を考慮した配置・平面計画
の検討を行っていき、地域の実情に応じた公共施設と複合化を検討していきます。 

 
③ 小中一貫制度の導入 

現在、全国の自治体で小中学校の教育を一体とした小中一貫校の導入の動きが広まっており、
平成 28年度現在、設置数は全国で 115件（併設型）となっています。文部科学省においても、
小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校制度の創設や、小中一貫教育に適した
学校施設の在り方の基本的考え方や計画・設計上の留意点を示すため「学校施設整備指針」が
改訂されるなど、小中一貫教育を推進しています。 
小中一貫制度を導入することで、小学校から中学校への接続の円滑化や、地域コミュニティ

の弱体化や核家族化の進行による児童生徒の人間関係の固定化等の社会的な課題に対しても
効果があるとされており、また規模の適正化による施設の維持管理、整備にかかる経費や人件
費といった運営コストの削減が図れることが予想されることから、本市においても、児童生徒
数の減少や地域社会の課題に柔軟に対応できるよう、小中一貫制度の導入を検討していきます。 
 

④ １学校１施設（プール）のあり方 
現在、本市では原則 1学校 1施設（プール）が設置されています。しかし、プール施設は水

道代等のコストに加え、ろ過設備やプール水槽等、施設部位ごとの更新周期が比較的短く、更
新費用の単価も大きいことから利用頻度に対して維持管理費が高い施設と言えます。そのため
今後、児童生徒数の減少に対応した適正規模化や適正配置化を図る上でも、１学校１施設（プ
ール）のあり方の見直しも視野に入れていく必要があると考えられます。また、本市のプール
施設は建築後 40年前後の施設が多く老朽化が進行しているため、建替えの際には民間プール
との連携やプール施設の統廃合による複数校の共同利用も含めてプールのあり方を検討して
いきます。 
 

10． 学校施設整備の実施計画  
（１）実施計画の基本的な考え方 

基本計画の「老朽化対策の基本的な考え方」に基づき、「実施計画」を策定していきますが、11校に
ついて長期の財政状況の見通しや実行性の検証も難しいことから、実施計画の計画期間を 5年ごとに
区切り、随時見直しを行いながら老朽化対策を進めていくこととします。施設別の学校施設整備実施
計画の基本的な考え方は以下のとおりです。 

分類 実施計画の基本的考え方 

校舎 

校舎は、以下の項目を組み合わせて改修を実施します。 

①長寿命化及び学校施設に求められる質的な整備を目的とする大規模改修 

②建物の耐久性に大きな影響を与える屋上防水や外壁補修などの外装部を改修する予防保全 

③トイレ（給排水設備含む）等の生活環境の整備 

以上の改修を実施することにより、長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図り、建物を安全で快適に

利用できる期間を延長していきます。 

長寿命化にあたっては、躯体の健全性について確認します。確認した結果、長期利用が可能な場合は大規

模改修を実施するとともに、本計画の方針に基づき計画的に予防保全を実施し、耐用年数 80 年まで延長し

て使用した後改築しますが、長期利用が不可能な場合は予防保全により 65年まで使用して改築します。 

校舎と一体で建築された付属棟については、校舎の大規模改修と併せて改修します。別棟で建築された付

属棟については、機能の低下が顕在化した後に、機能低下個所の補修・工事を行って機能回復させる管理手

法の事後保全で改修します。 

体育館 
・鉄骨造の体育館は、築後 65年後の改築を目指し、大規模改修を行った後予防保全のサイクルで改修しま

す。 

給食室 

・校舎と構造が一体で建築された給食室については、校舎の大規模改修と併せて改修します。別棟で建築さ

れた給食室については、築後 65 年後の改築を目指し、大規模改修を行った後予防保全のサイクルで改修

します。 
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プール 

・プールは、築後 65年後の改築を目指し、大規模改修を行った後予防保全のサイクルで改修します。 

なお、ろ過機については平成 28年度までに小学校分は改修が完了するので、平成 29年度より中学校の

ろ過機の改修工事を行います。 

※限られた財源の中で効率的な老朽化対策を進めるため、今後、学校プールのあり方について、検討を行っ

ていきます。 

校庭 
・校庭は、校庭機能の低下が顕在化した後に、機能低下個所の補修・工事を行って機能回復させる管理手法

の事後保全で改修します。 

外構 
・外構は、外構機能の低下が顕在化した後に、機能低下個所の補修・工事を行って機能回復させる管理手法

の事後保全で改修します。 

■長寿命化を前提とした予防保全のイメージ      ■改修サイクルのイメージ 

 

 

 

 

（２）改修順序の基本的な考え方 
改修順序の基本的な考えについては、以下の点を考慮し決定しています。 

・本計画の劣化診断結果 

・建築年次 

・過去の改修履歴 

大規模改修は基本的に棟単位とし、学校施設の長寿命化を図ります。なお、屋上防水改修、外壁改

修およびトイレ改修については耐久性や生活環境向上の観点から大規模改修より以前でも必要に応じ

て実施します。 

本計画は 10年以上の長期におよぶため 5年ごとに計画の見直しを図り、時点修正をかけることとし

ます。 

 

（３） 実施計画の導出 

劣化診断調査の結果より、ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）を検討し、導出の手順は以下のように
行います。 

第１段階 基本的なＬＣＣの検討 

・目標耐用年数を、新築後８０年に設定し、予防保全サイクルを逆算します。 

・予防保全サイクルは、改修する部材の耐用年数を揃え無駄のないサイクルとします。 

・大規模改修は、上記予防保全サイクルの最初に設定します。 

・基本的ＬＣＣでの大規模改修の優先度は、劣化診断結果、建築年次および過去の改修履歴により

選定します。 

第２段階 ＬＣＣの平準化の検討 

・基本的なＬＣＣの改修コストをもとに年間改修等費用の平準化をします。平準化の手法は以下の

通りとします。 

１）平準化にあたっては、建築、機械設備、電気設備の総合的な劣化状況により優先度を選定 

２）改修する部材ごとに予防保全サイクルを使い分け平準化を補完 

３）大規模改修や予防保全の工事内容を分解して平準化を補完 

第３段階 今後１０年間の実施計画 

・平準化されたＬＣＣ、ならびに主要部分の劣化状況等を総合的に判断し、今後 5年間の実施計画

を導出します。 

・緊急補修は大規模改修を実施する前に全校を対象に、初期 2年間での実施を前提とします。 

 
 

 


